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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着信した発呼の発信元の電話番号を取得する電話番号取得手段と、
　前記電話番号取得手段によって取得された電話番号に基づいて、前記発信元に対応する
顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号から
なる音声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定手段と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定手段によって決定された音声ガイダンスメニューを出
力する出力手段と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定手段によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が
決定された場合であって、前記出力手段によって出力される前記新たな音声ガイダンスメ
ニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声
ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応す
る所定の処理を決定する要求サービス決定手段と、
　を備え、
　前記要求サービス決定手段によって決定された所定の処理を実行することを特徴とする
コールセンター支援装置。
【請求項２】
　顧客からの発呼を着信する着信手段と、
　前記着信手段によって発呼を着信した場合に、当該顧客の顧客識別情報の入力を受け付
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ける顧客識別情報入力手段と、
　前記顧客識別情報入力手段によって入力された顧客識別情報に基づいて、前記顧客の所
定の顧客情報を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号から
なる音声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定手段と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定手段によって決定された音声ガイダンスメニューを出
力する出力手段と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定手段によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が
決定された場合であって、前記出力手段によって出力される前記新たな音声ガイダンスメ
ニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声
ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応す
る所定の処理を決定する要求サービス決定手段と、
　を備え、
　前記要求サービス決定手段によって決定された所定の処理を実行することを特徴とする
コールセンター支援装置。
【請求項３】
　前記要求サービス決定手段によって決定された所定の処理を実行する際に、新たな音声
ガイダンスメニューの内容に変更になった旨を通知する通知手段を備えたことを特徴とす
る請求項１または２に記載のコールセンター支援装置。
【請求項４】
　着信した発呼の発信元の電話番号を取得する電話番号取得工程と、
　前記電話番号取得工程によって取得された電話番号に基づいて、前記発信元に対応する
顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号から
なる音声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出
力する出力工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が
決定された場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダンスメ
ニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声
ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応す
る所定の処理を決定する要求サービス決定工程と、
　を含み、
　前記要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を実行することを特徴とする
コールセンター支援方法。
【請求項５】
　顧客からの発呼を着信する着信工程と、
　前記着信工程によって発呼を着信した場合に、当該顧客の顧客識別情報の入力を受け付
ける顧客識別情報入力工程と、
　前記顧客識別情報入力工程によって入力された顧客識別情報に基づいて、前記顧客の所
定の顧客情報を抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号から
なる音声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出
力する出力工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が
決定された場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダンスメ
ニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声
ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応す
る所定の処理を決定する要求サービス決定工程と、
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　を含み、
　前記要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を実行することを特徴とする
コールセンター支援方法。
【請求項６】
　前記要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を実行する際に、新たな音声
ガイダンスメニューの内容に変更になった旨を通知する通知工程を含んだことを特徴とす
る請求項４または５に記載のコールセンター支援方法。
【請求項７】
　着信した発呼の発信元の電話番号を取得する電話番号取得工程と、
　前記電話番号取得工程によって取得された電話番号に基づいて、前記発信元に対応する
顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号から
なる音声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出
力する出力工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が
決定された場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダンスメ
ニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声
ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応す
る所定の処理を決定する要求サービス決定工程と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を前記コンピュータに実行さ
せることを特徴とするコールセンター支援プログラム。
【請求項８】
　顧客からの発呼を着信する着信工程と、
　前記着信工程によって発呼を着信した場合に、当該顧客の顧客識別情報の入力を受け付
ける顧客識別情報入力工程と、
　前記顧客識別情報入力工程によって入力された顧客識別情報に基づいて、前記顧客の所
定の顧客情報を抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号から
なる音声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出
力する出力工程と、
　前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が
決定された場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダンスメ
ニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声
ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応す
る所定の処理を決定する要求サービス決定工程と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を前記コンピュータに実行さ
せることを特徴とするコールセンター支援プログラム。
【請求項９】
　前記要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を実行する際に、新たな音声
ガイダンスメニューの内容に変更になった旨を通知する通知工程を前記コンピュータに実
行させることを特徴とする請求項７または８に記載のコールセンター支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、コールセンターにおける架電対応業務を支援するコールセンター支援装置
、コールセンター支援方法およびコールセンター支援プログラムに関する。



(4) JP 5425673 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　近年、たとえばクレジットカードなどのカードを利用したカード決済を取り扱うカード
会社などにおいては、コールセンターを設置していることが多い。コールセンターは、カ
ードの所有者やカードの利用者（以下「顧客」と称する）を対象とした専用の電話受付窓
口であって、顧客からの架電（発呼）による相談、苦情、問い合わせなどを受け付け、対
応することを目的として設置されている。
【０００３】
　従来、顧客からコールセンターへの架電の初期対応を音声によっておこなうよう自動音
声応答装置（ＩＶＲ：Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｖｏｉｃｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を設置
したコールセンターが多く存在する。自動音声応答装置は、顧客による発信側の電話機に
対する操作に応じて、あらかじめ録音してある音声を発信者側に自動的に再生する。
【０００４】
　具体的に、自動音声応答装置は、顧客が操作する電話機から送信されるプッシュ信号を
認識し、あらかじめ録音してある複数種類の音声ガイダンスの中から、認識したプッシュ
信号に応じた音声ガイダンスを示す音声信号を顧客が操作する電話機に送信する。自動音
声応答装置は、プッシュ回線を利用して、プッシュ信号を認識することができる。この音
声信号に基づく音声を顧客が操作する電話機において自動的に再生することにより、顧客
の操作に応答することができる。
【０００５】
　顧客は、自動的に再生された音声ガイダンスに応じた操作を繰り返すことにより、コー
ルセンターに対して自身の要望を伝えたり、必要な情報の取得や更新をおこなうことがで
きる。自動的に再生される音声ガイダンスは、従来、たとえば、コールセンターにおいて
受け付け可能なメニュー項目を、高次の階層から低次の階層へと階層を下っていくように
案内するように構成されている。そして、顧客に対して、再生した音声にしたがって高次
の階層から低次の階層へと階層を下っていくような入力操作をおこなわせることによって
、当該顧客が必要としているメニュー項目を特定することができる。
【０００６】
　また、具体的には、従来、たとえば電話機、拡声器、その他音響装置または音声符号化
復号化装置に用いられて、自然性を損なわずに音声の明瞭性を向上させ、高齢者などに音
声を聞き取りやすくする音声強調装置を提供することを目的として、入力音声の音声特徴
パラメータの変動量に応じてスペクトル強調係数を求め、該係数値に基づいて入力音声の
適応音声強調をおこなうようにした技術があった（たとえば、下記特許文献１を参照。）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－６５９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した特許文献１を含む従来の技術では、目的とするメニューについ
ての音声ガイダンスが再生されるまで、顧客に対して当該顧客には不要な音声ガイダンス
を聞かせることになり、当該顧客に対して煩わしさを感じさせてしまうという問題があっ
た。さらに、このような場合、顧客が所望するメニューについての音声ガイダンスが再生
されるまでの時間における通話料金が、コールセンターを設置しているカード会社、ある
いは、問い合わせをおこなう顧客に課金される。このため、カード会社あるいは顧客が、
通話料金を負担しなくてはならないという問題があった。
【０００９】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、コールセンターを利用す
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る利用者の満足度の向上を図ることができるコールセンター支援装置、コールセンター支
援方法およびコールセンター支援プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この発明にかかるコールセンター支援装
置は、着信した発呼の発信元の電話番号を取得する電話番号取得手段と、前記電話番号取
得手段によって取得された電話番号に基づいて、前記発信元に対応する顧客の所定の顧客
情報を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された所定の顧客情報に基づいて
、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンス
メニュー決定手段と、前記音声ガイダンスメニュー決定手段によって決定された音声ガイ
ダンスメニューを出力する出力手段と、前記音声ガイダンスメニュー決定手段によって新
たな音声ガイダンスメニューの内容が決定された場合であって、前記出力手段によって出
力される前記新たな音声ガイダンスメニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の
入力を受け付けた場合に、新たな音声ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダ
ンスメニューのメニュー番号に対応する所定の処理を決定する要求サービス決定手段と、
を備え、前記要求サービス決定手段によって決定された所定の処理を実行することを特徴
とする。
【００１１】
　また、この発明にかかるコールセンター支援装置は、顧客からの発呼を着信する着信手
段と、前記着信手段によって発呼を着信した場合に、当該顧客の顧客識別情報の入力を受
け付ける顧客識別情報入力手段と、前記顧客識別情報入力手段によって入力された顧客識
別情報に基づいて、前記顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によ
って抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンス
メニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定手段と、前記音声ガイダンスメニ
ュー決定手段によって決定された音声ガイダンスメニューを出力する出力手段と、前記音
声ガイダンスメニュー決定手段によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が決定され
た場合であって、前記出力手段によって出力される前記新たな音声ガイダンスメニューの
出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声ガイダン
スメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応する所定の
処理を決定する要求サービス決定手段と、を備え、前記要求サービス決定手段によって決
定された所定の処理を実行することを特徴とする。
【００１２】
　また、この発明にかかるコールセンター支援装置は、上記の発明において、前記要求サ
ービス決定手段によって決定された所定の処理を実行する際に、新たな音声ガイダンスメ
ニューの内容に変更になった旨を通知する通知手段を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、この発明にかかるコールセンター支援方法は、着信した発呼の発信元の電話番号
を取得する電話番号取得工程と、前記電話番号取得工程によって取得された電話番号に基
づいて、前記発信元に対応する顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出工程と、前記抽出工
程によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号からなる音声ガイ
ダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、前記音声ガイダン
スメニュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出力する出力工程と前
記音声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が決定
された場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダンスメニュ
ーの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声ガイ
ダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応する所
定の処理を決定する要求サービス決定工程と、を含み、前記要求サービス決定工程によっ
て決定された所定の処理を実行することを特徴とする。
【００１４】
　また、この発明にかかるコールセンター支援方法は、顧客からの発呼を着信する着信工
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程と、前記着信工程によって発呼を着信した場合に、当該顧客の顧客識別情報の入力を受
け付ける顧客識別情報入力工程と、前記顧客識別情報入力工程によって入力された顧客識
別情報に基づいて、前記顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出工程と、前記抽出工程によ
って抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンス
メニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、前記音声ガイダンスメニ
ュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出力する出力工程と、前記音
声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が決定され
た場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダンスメニューの
出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声ガイダン
スメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応する所定の
処理を決定する要求サービス決定工程と、を含み、前記要求サービス決定工程によって決
定された所定の処理を実行することを特徴とする。
【００１５】
　また、この発明にかかるコールセンター支援方法は、上記の発明において、前記要求サ
ービス決定工程によって決定された所定の処理を実行する際に、新たな音声ガイダンスメ
ニューの内容に変更になった旨を通知する通知工程を含んだことを特徴とする。
【００１６】
　また、この発明にかかるコールセンター支援プログラムは、着信した発呼の発信元の電
話番号を取得する電話番号取得工程と、前記電話番号取得工程によって取得された電話番
号に基づいて、前記発信元に対応する顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出工程と、前記
抽出工程によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号からなる音
声ガイダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、前記音声ガ
イダンスメニュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出力する出力工
程と、前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内
容が決定された場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダン
スメニューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな
音声ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対
応する所定の処理を決定する要求サービス決定工程と、をコンピュータに実行させ、前記
要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を前記コンピュータに実行させるこ
とを特徴とする。
【００１７】
　また、この発明にかかるコールセンター支援プログラムは、顧客からの発呼を着信する
着信工程と、前記着信工程によって発呼を着信した場合に、当該顧客の顧客識別情報の入
力を受け付ける顧客識別情報入力工程と、前記顧客識別情報入力工程によって入力された
顧客識別情報に基づいて、前記顧客の所定の顧客情報を抽出する抽出工程と、前記抽出工
程によって抽出された所定の顧客情報に基づいて、複数のメニュー番号からなる音声ガイ
ダンスメニューの内容を決定する音声ガイダンスメニュー決定工程と、前記音声ガイダン
スメニュー決定工程によって決定された音声ガイダンスメニューを出力する出力工程と、
前記音声ガイダンスメニュー決定工程によって新たな音声ガイダンスメニューの内容が決
定された場合であって、前記出力工程によって出力される前記新たな音声ガイダンスメニ
ューの出力前に、前記顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声ガ
イダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応する
所定の処理を決定する要求サービス決定工程と、をコンピュータに実行させ、前記要求サ
ービス決定工程によって決定された所定の処理を前記コンピュータに実行させることを特
徴とする。
【００１８】
　また、この発明にかかるコールセンター支援プログラムは、上記の発明において、前記
要求サービス決定工程によって決定された所定の処理を実行する際に、新たな音声ガイダ
ンスメニューの内容に変更になった旨を通知する通知工程を前記コンピュータに実行させ
ることを特徴とする。
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【００１９】
　この発明によれば、新たな音声ガイダンスメニューの内容が決定された場合であって、
かつ、当該新たな音声ガイダンスメニューの出力前に顧客からのメニュー番号の入力を受
け付けた場合には、新たな音声ガイダンスメニューの内容ではなく従前の音声ガイダンス
メニューの内容に基づいたメニュー番号に対応する所定の処理を実行することができる。
【００２０】
　これによって、音声ガイダンスメニューの内容に変更があった場合にも、顧客に対して
新たな音声ガイダンスメニューについての音声を聞かせることなく、当該顧客が要求する
サービスを実行することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明にかかるコールセンター支援装置、コールセンター支援方法およびコールセン
ター支援プログラムによれば、音声ガイダンスメニューの内容に変更があった場合にも、
顧客に対して新たな音声ガイダンスメニューについての音声を聞かせることなく、当該顧
客が要求するサービスを実行することができるので、架電に際して顧客が感じる煩わしさ
を低減し、コールセンターを利用する利用者の満足度の向上を図ることができるという効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援システムのシステム構成を
示す説明図である。
【図２】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置を実現するコンピュー
タ装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
【図３】固定型電話機のハードウエア構成の一例を示すブロック図である。
【図４】携帯型電話機のハードウエア構成を示すブロック図である。
【図５】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置が備える顧客情報デー
タベースの一例を示す説明図である。
【図６－１】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置が備えるカード決
済情報データベースの一例を示す説明図である。
【図６－２】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置が備えるカード番
号特定テーブルの一例を示す説明図である。
【図７】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置が備える音声ガイダン
スのメニュー構成の一例を示す説明図である。
【図８】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置が備える再生音声テー
ブルの一例を示す説明図である。
【図９】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置の機能的構成を示す説
明図である。
【図１０】この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図１１】この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置の機能的構成を示す
説明図である。
【図１２】この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかるコールセンター支援装置、コールセンタ
ー支援方法およびコールセンター支援プログラムの好適な実施の形態１を詳細に説明する
。
【００２４】
（実施の形態１）
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　まず、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援システムのシステム構成に
ついて説明する。図１は、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援システム
のシステム構成を示す説明図である。図１において、この発明にかかる実施の形態１のコ
ールセンター支援システム１００は、クライアント電話機１０１と、センター電話機１０
２と、発信側交換機１０３と、着信側交換機１０４と、コールセンター支援装置１０５と
、店舗端末装置１０６と、を含んで構成されている。
【００２５】
　クライアント電話機１０１は、たとえば顧客の自宅１２０に設置された固定型電話機に
よって実現することができる。また、クライアント電話機１０１は、たとえば、可搬性を
備えた（設置場所が一定でなくてもよい）携帯型電話機によって実現してもよい。
【００２６】
　センター電話機１０２は、電話による顧客対応の窓口業務を専門的におこなうコールセ
ンター１１０に設置される。コールセンター１１０には、１台あるいは複数台のセンター
電話機１０２が設置されている。コールセンター１１０における窓口業務としては、たと
えば顧客サポート、苦情対応、通信販売などの各種業務が挙げられる。
【００２７】
　コールセンター１１０は、たとえば、クレジットカードなど、現金に代わる決済手段と
して機能する媒体であるカードの発行元となるカード会社によって開設される。この実施
の形態１において、カードは、クレジットカードに限るものではなく、クレジットカード
以外のカードであってもよい。
【００２８】
　具体的に、この実施の形態１におけるカードは、クレジットカードに代えて、たとえば
デビットカード、電子マネーカードなどによって実現してもよい。各カードには、クレジ
ットカード番号など、カードごとに固有の情報であるカード識別情報が設定されている。
カードの発行元は、たとえば、カード識別情報を用いて顧客を識別したり、各顧客に関す
る情報を管理したりする。
【００２９】
　顧客は、たとえばカードの発行元であるカード会社による所定の審査を経てカードの所
有を許可された、カードの所有者とすることができる。あるいは、顧客は、カードの所有
者の家族など、特定の条件を満足する者であってもよい。クライアント電話機１０１は、
たとえば携帯型電話機のように特定の顧客が所有する電話機、あるいは顧客の使用頻度が
高い特定の電話機によって実現することができる。
【００３０】
　コールセンター支援システム１００において、クライアント電話機１０１および発信側
交換機１０３は、電話回線を介して接続されている。また、コールセンター支援システム
１００において、発信側交換機１０３および着信側交換機１０４は、電話回線を介して接
続されている。また、コールセンター支援システム１００において、着信側交換機１０４
およびコールセンター支援装置１０５は、電話回線を介して接続されている。
【００３１】
　クライアント電話機１０１、発信側交換機１０３、着信側交換機１０４およびコールセ
ンター支援装置１０５は、電話回線を介して接続されることによって電話回線網１３０を
構成している。この電話回線網１３０により、クライアント電話機１０１とセンター電話
機１０２との間において、発話による音声を電気信号の送受信によって相手方に伝えるこ
とにより会話をおこなう、すなわち電話（通話）をすることが可能とされている。
【００３２】
　電話回線網１３０においては、通話路網と信号網とが分離された共通線信号方式によっ
て電話（通話）にかかる各種の制御がおこなわれる。通話路網は、電話（通話）に際して
の音声を通すために通話にかかる信号の送受信に用いられる。信号網は、電話（通話）の
接続開始から終了までの一連の動作の制御にかかる信号の送受信に用いられる。
【００３３】
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　クライアント電話機１０１およびセンター電話機１０２は、クライアント電話機１０１
とセンター電話機１０２との間における電話（通話）に際して、通話者の発話による音声
を電気信号として送受信することにより各電話機の操作者に対して相手方の発話内容を伝
えたり、クライアント電話機１０１およびセンター電話機１０２の電話番号を指定したり
するためのインターフェースとして利用される。
【００３４】
　クライアント電話機１０１は、たとえば固定型電話機（図３を参照）や携帯型電話機（
図４を参照）などによって実現することができる。センター電話機１０２は、たとえば固
定型電話機（図３を参照）によって実現することができる。固定型電話機は、電話回線網
１３０に対して有線接続され、通話する場所が固定されている。携帯型電話機は、可搬性
を備え、電話回線網１３０に対して無線接続されており、無線通信を利用した電話（通話
）を実現する。
【００３５】
　クライアント電話機１０１やセンター電話機１０２は、インターネットで利用されるパ
ケット通信プロトコルのＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用した電話（
ＩＰ電話）をおこなうＩＰ電話機であってもよい。ＩＰ電話は、発話による音声をＩＰ電
話機においてデジタルデータに変換し、当該デジタルデータをパケット単位に分割した状
態で、ＩＰネットワーク上を通話相手まで送信することによって実現される。
【００３６】
　クライアント電話機１０１やセンター電話機１０２をＩＰ電話によって実現する場合、
コールセンター支援システム１００における電話回線網１３０の一部あるいは全部は、イ
ンターネット回線（ブロードバンド回線）を用いて実現される。ＩＰ電話およびＩＰ電話
機（ＩＰ電話を実現する各種の装置を含む）については、公知の技術であるため説明を省
略する。
【００３７】
　発信側交換機１０３および着信側交換機１０４は、それぞれ、クライアント電話機１０
１とセンター電話機１０２との間における回線接続、すなわち回線交換をおこなう加入者
線交換機によって実現することができる。加入者線交換機については、公知の技術である
ため説明を省略する。
【００３８】
　加入者線交換機によって実現される発信側交換機１０３および着信側交換機１０４は、
それぞれ、加入者線を介して接続された各電話機の電話番号と、接続する回線の識別情報
と、を対応付けて記憶する番号翻訳テーブルを備えている。番号翻訳テーブルは、電話番
号をインデックス値としたツリー構造をなしている。
【００３９】
　発信側交換機１０３および着信側交換機１０４は、それぞれ、固有の番号翻訳テーブル
を備えている。加入者線交換機によって実現される発信側交換機１０３および着信側交換
機１０４のそれぞれが番号翻訳テーブルを備えることによって、発信側の電話機（たとえ
ばクライアント電話機１０１）が要求する最終的な接続先である着信側の電話機（たとえ
ばセンター電話機１０２）を特定することができる。
【００４０】
　具体的には、たとえば発信側交換機１０３は、発信側の電話機（たとえばクライアント
電話機１０１）から着信側の電話機の電話番号（たとえばコールセンター１１０の電話番
号）を受信する。そして、受信した電話番号に基づいて番号翻訳テーブルを検索すること
によって着信側交換機１０４を特定する。
【００４１】
　着信側交換機１０４は、着信側の電話機の電話番号（たとえばコールセンター１１０の
電話番号）に基づいて番号翻訳テーブルを検索することによって、着信側交換機１０４（
センター電話機１０２）を特定する。発信側交換機１０３および着信側交換機１０４にお
ける接続先の特定方法（ルーティング）については、公知の技術であるため説明を省略す
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る。
【００４２】
　発信側交換機１０３は、クライアント電話機１０１が直接接続される交換機であって、
発信側交換機１０３とクライアント電話機１０１との間における加入者線を収容している
。着信側交換機１０４は、センター電話機１０２が直接接続される交換機であって、着信
側交換機１０４とセンター電話機１０２との間における加入者線を収容している。加入者
線は、有線であっても無線であってもよい。特に、発信側交換機１０３とクライアント電
話機１０１との間における加入者線は、有線であっても無線であってもよい。
【００４３】
　コールセンター支援システム１００において、発信側交換機１０３と着信側交換機１０
４との間には、中継交換機や関門交換機などが設けられていてもよい（いずれも図示を省
略する）。中継交換機は、加入者線交換機である発信側交換機１０３および着信側交換機
１０４を束ねる機能を実現し、クライアント電話機１０１とセンター電話機１０２とが同
一加入者交換機に収容されていない場合に使用される。
【００４４】
　関門交換機は、発信側交換機１０３の管理者（事業者）と着信側交換機１０４の管理者
（事業者）とが異なる場合に、当該異なる管理者（事業者）によって運用される電話回線
網１３０どうしを接続する機能を実現する。コールセンター支援システム１００において
は、発信側交換機１０３の管理者（事業者）と着信側交換機１０４の管理者（事業者）と
が異なる場合にも、発信側交換機１０３と着信側交換機１０４とを関門交換機を介さずに
直接接続してもよい。
【００４５】
　コールセンター支援装置１０５は、センター電話機１０２を電話回線網１３０に接続す
る際の中継装置として機能する。コールセンター１１０において、１台のコールセンター
支援装置１０５に複数台のセンター電話機１０２が接続されている場合、コールセンター
支援装置１０５は、それぞれのセンター電話機１０２を、それぞれ個別に電話回線網１３
０に接続する中継装置として機能する。
【００４６】
　コールセンター支援装置１０５は、クライアント電話機１０１への発信制御機能、クラ
イアント電話機１０１からの着信制御機能、センター電話機１０２どうしの通話（内線通
話）機能、などの各種の機能を実現する。コールセンター支援装置１０５は、たとえばパ
ーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置（図２を参照）によって実現することがで
きる。
【００４７】
　あるいは、コールセンター支援装置１０５は、たとえば、ｕｎＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ
　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）などと称される、構内交換機能を付加させたコンピ
ュータ装置によって実現してもよい。構内交換機は、あらかじめインストールされた所定
のプログラムに基づいて、所定の基準に応じて、センター電話機１０２への着信選択制御
（ＡＣＤ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｃａｌｌ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒ（着信呼自動分配）
）をおこなう機能や、センター電話機１０２どうしの通話（内線通話）をおこなう機能な
どを備えている。
【００４８】
　コールセンター支援装置１０５は、顧客情報データベース（図５を参照）、カード決済
情報データベース（図６を参照）、再生音声テーブル（図７を参照）、音源データベース
（図９を参照）などの各種データベースや各種のデータテーブルを備えている。コールセ
ンター支援装置１０５は、これらのデータベースやデータテーブルに記憶された各種の情
報に基づいて、該当する各種の処理をおこなう。顧客情報データベース、カード決済情報
データベース、再生音声テーブルおよび音源データベースについては説明を後述する。
【００４９】
　コールセンター支援システム１００において、店舗端末装置１０６は、カード決済に用
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いる決済端末装置であって、たとえばクレジットカードなどのカードの発行元となるクレ
ジットカード会社などと契約している小売店に設置される。店舗端末装置１０６は、イン
ターネットなどのネットワーク１０７を介して、コールセンター支援装置１０５に接続さ
れている。
【００５０】
　店舗端末装置１０６は、カードが備えるＩＣチップや磁気ストライプなどに記憶された
情報を読み取るカードリーダや、カード決済を利用する金額情報を入力するテンキーなど
の操作キーを備えている。また、店舗端末装置１０６は、カード決済をおこなうカード決
済サーバと通信をおこなう通信機能を備えている。
【００５１】
　具体的には、店舗端末装置１０６は、たとえばカードリーダによって読み取った情報に
基づいて、カード決済サーバとの間で通信をおこない、カード決済内容の承認（オーソリ
ー）をとるためのカード決済要求情報を送信したり、当該カード決済要求情報に対してカ
ード決済サーバから送信されたカード決済承認情報を受信したりする。
【００５２】
　また、店舗端末装置１０６は、カード決済の内容を伝票用紙にプリント出力するプリン
タを備えていてもよい。店舗端末装置１０６は、ＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｓａｌｅｓ
）端末などの金銭登録機に接続され、カード決済を要求する金額情報を当該金銭登録機か
ら取得するようにしてもよい。このような店舗端末装置１０６については、公知の各種の
技術を用いて容易に実現可能であるため説明を省略する。
【００５３】
　店舗端末装置１０６は、たとえばＰＯＳ端末などの金銭登録機と別体に構成されている
ものに限らない。店舗端末装置１０６は、たとえばＰＯＳ端末などの金銭登録機に一体的
に組み込まれて構成されていてもよい。このような店舗端末装置１０６を一体的に備えた
金銭登録機については、公知の各種の技術を用いて容易に実現可能であるため説明を省略
する。
【００５４】
　この実施の形態１のコールセンター支援システム１００において、カード決済をおこな
うカード決済サーバは、たとえばコールセンター支援装置１０５を実現するコンピュータ
装置によって実現することができる。コールセンター支援装置１０５を実現するコンピュ
ータ装置によってカード決済サーバを実現する場合、カード決済は、コールセンター支援
装置１０５を実現するコンピュータ装置においておこなわれる。
【００５５】
　あるいは、コールセンター支援システム１００におけるカード決済サーバは、コールセ
ンター支援装置１０５を実現するコンピュータ装置とは異なる、ネットワーク１０７に接
続された別のコンピュータ装置によって実現してもよい。
【００５６】
（コールセンター支援装置１０５のハードウエア構成）
　つぎに、コールセンター支援装置１０５を実現するコンピュータ装置のハードウエア構
成について説明する。図２は、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置
１０５を実現するコンピュータ装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
【００５７】
　図２において、コールセンター支援装置１０５を実現するコンピュータ装置は、ＣＰＵ
２０１と、ＲＯＭ２０２と、ＲＡＭ２０３と、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２０４
と、ＨＤ（ハードディスク）２０５と、ＦＤＤ（フレキシブルディスクドライブ）２０６
と、着脱可能な記録媒体の一例としてのＦＤ（フレキシブルディスク）２０７と、通信Ｉ
／Ｆ（インターフェース）２０８と、を備えている。また、コンピュータ装置が備える各
部２０１～２０８は、バス２０９によってそれぞれ接続されている。
【００５８】
　ＣＰＵ２０１は、コンピュータ装置全体の制御をつかさどる。ＲＯＭ２０２は、ブート
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プログラムや各種のプログラムなどを記憶している。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のワ
ークエリアとして使用される。ＨＤＤ２０４は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがってＨＤ２
０５に対するデータのリード／ライトを制御する。
【００５９】
　ＨＤ２０５は、ＨＤＤ２０４の制御で書き込まれたデータを記憶する。ＨＤ２０５は、
ＨＤＤ２０４の制御で書き込まれたデータを、不揮発に記憶する。上述した各種データベ
ースや各種のデータテーブルなどの各種の情報は、ＨＤ２０５に記憶されている。ＨＤＤ
２０４は、ＨＤ２０５に記憶されている各種の情報を、適宜更新（追加、消去など）する
ことが可能とされている。
【００６０】
　上述した各種データベースや各種のデータテーブルなどの各種の情報は、ＨＤ２０５に
記憶されているものに限らない。上述した各種データベースや各種のデータテーブルなど
の各種の情報は、コールセンター支援装置１０５とは別のコンピュータ装置に記憶されて
いてもよい。コールセンター支援システム１００においては、上述した各種データベース
や各種のデータテーブルなどの各種の情報のすべてがＨＤ２０５に記憶されているものに
限らず、その一部の情報がコールセンター支援装置１０５とは別のコンピュータ装置に記
憶されていてもよい。
【００６１】
　ＦＤＤ２０６は、ＣＰＵ２０１の制御にしたがってＦＤ２０７に対するデータのリード
／ライトを制御する。ＦＤ２０７は、ＦＤＤ２０６の制御で書き込まれたデータを記憶す
る。着脱可能な記録媒体として、ＦＤ２０７の他、ＣＤ－ＲＯＭ（ＣＤ－ＲＷ）、ＭＯ、
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）などであってもよい。
【００６２】
　通信Ｉ／Ｆ２０８は、コンピュータ装置（コールセンター支援装置１０５）と着信側交
換機１０４とを接続するインターフェースとして機能する。また、通信Ｉ／Ｆ２０８は、
コンピュータ装置（コールセンター支援装置１０５）とセンター電話機１０２とを接続す
るインターフェースとして機能する。通信Ｉ／Ｆ２０８は、コンピュータ装置（コールセ
ンター支援装置１０５）と着信側交換機１０４との間におけるデータの入出力、および、
コンピュータ装置（コールセンター支援装置１０５）とセンター電話機１０２との間にお
けるデータの入出力を制御する。
【００６３】
　コールセンター支援装置１０５を実現するコンピュータ装置は、たとえばＣＲＴ、ＴＦ
Ｔ液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどによって実現されるディスプレイや、キ
ーボード、マウス、スキャナなどの入力装置を備えていてもよい（いずれも図示を省略す
る）。この場合、ディスプレイや入力装置は、それぞれ、バス２０９に接続される。
【００６４】
（固定型電話機のハードウエア構成）
　つぎに、クライアント電話機１０１やセンター電話機１０２を実現する固定型電話機の
ハードウエア構成について説明する。図３は、固定型電話機のハードウエア構成の一例を
示すブロック図である。
【００６５】
　図３において、固定型電話機は、ＣＰＵ３０１と、ＲＯＭ３０２と、ＲＡＭ３０３と、
ディスプレイ３０４と、操作キー部３０５と、マイク３０６と、スピーカ３０７と、通信
Ｉ／Ｆ３０８と、を備えている。各構成部は、バス３０９によってそれぞれ接続されてい
る。
【００６６】
　ＣＰＵ３０１は、固定型電話機の制御をつかさどる。ＲＯＭ３０２は、各種のプログラ
ムを記憶している。また、ＲＯＭ３０２は、固定型電話機の操作者によって登録された個
人の電話番号情報を含む電話帳情報などを記憶していてもよい。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ
３０１のワークエリアとして使用される。
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【００６７】
　ディスプレイ３０４は、発信元となる電話機の電話番号などの発信者情報や、固定型電
話機が実行可能な各種の機能情報など、各種の情報を表示する。クライアント電話機１０
１を実現する固定型電話機である場合、ディスプレイ３０４は、コールセンター１１０か
ら送信された各種のデータを表示してもよい。
【００６８】
　ディスプレイ３０４は、たとえば、各種の情報をモノクロあるいはカラー表示する液晶
ディスプレイによって実現することができる。また、ディスプレイ３０４は、たとえば、
各種の情報をモノクロ表示する７セグメント方式のディスプレイによって実現してもよい
。
【００６９】
　操作キー部３０５は、「０」～「９」までのテンキーや、「＃」キー、「＊」キー、そ
の他の各種のキーなどを備えている。たとえばクライアント電話機１０１を実現する固定
型電話機においては、操作キー部３０５において入力操作を受け付けることにより、ディ
スプレイ３０４の表示内容を切り替えたり、消去したりすることができる。また、たとえ
ばセンター電話機１０２を実現する固定型電話機においては、操作キー部３０５において
入力操作を受け付けることにより、通話を保留したり、転送したりすることができる。
【００７０】
　マイク３０６は、アナログデータとして入力された話者の声をアナログ／デジタル変換
し、デジタル形式の音声データを生成する。スピーカ３０７は、通話相手側から送信され
たデジタル形式の音声データをデジタル／アナログ変換し、アナログ形式の音声データに
基づいてスピーカコーンにおけるコイルに通電するなどして音声を出力する。
【００７１】
　通信Ｉ／Ｆ３０８は、加入者線を介して加入者線交換機に接続されている。具体的に、
固定型電話機がクライアント電話機１０１を実現する場合、通信Ｉ／Ｆ３０８は、加入者
線を介して発信側交換機１０３に接続されている。また、具体的に、固定型電話機がセン
ター電話機１０２を実現する場合、通信Ｉ／Ｆ３０８は、加入者線を介して着信側交換機
１０４に接続されている。
【００７２】
　通信Ｉ／Ｆ３０８は、電話回線網１３０と固定型電話機の内部とのインターフェースを
つかさどり、通話相手側から送信された音声データやマイク３０６から入力された音声デ
ータの、固定型電話機における入出力を制御する。
【００７３】
　固定型電話機は、さらに、スキャナおよび当該スキャナで読み取った画像情報を電話回
線網１３０に送出可能な形式に変換する変換機を備え、ファクシミリの機能を実現するも
のであってもよい。スキャナは、画像を光学的に読み取り、画像データを生成する。スキ
ャナについては、公知の技術を用いて容易に実現可能であるため説明を省略する。
【００７４】
（携帯型電話機のハードウエア構成）
　つぎに、クライアント電話機１０１を実現する携帯型電話機のハードウエア構成につい
て説明する。図４は、携帯型電話機のハードウエア構成を示すブロック図である。図４に
おいて、携帯型電話機は、ＣＰＵ４０１と、ＲＯＭ４０２と、ＲＡＭ４０３と、ディスプ
レイ４０４と、キーボード４０５と、マイク４０６と、スピーカ４０７と、カメラ４０８
と、通信Ｉ／Ｆ４０９と、を備えている。また、各構成部はバス４１０によってそれぞれ
接続されている。
【００７５】
　ＣＰＵ４０１は、携帯型電話機全体の制御をつかさどる。ＲＯＭ４０２は、ブートプロ
グラムなどのプログラムを記憶している。また、ＲＯＭ４０２は、携帯型電話機の操作者
によって登録された個人の電話番号情報やアドレス情報を含むアドレス帳情報などを記憶
していてもよい。
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【００７６】
　ＲＡＭ４０３は、ＣＰＵ４０１のワークエリアとして使用される。ディスプレイ４０４
は、設定中のモード（マナーモードやドライブモードなど）や電波の受信状態を示す各種
のマーク、アイコンあるいはツールボックスなどを表示し、主にＴＦＴ液晶ディスプレイ
などの液晶ディスプレイによって実現される。
【００７７】
　キーボード４０５は、文字、数値、通話の開始や終了などの各種指示の入力のためのキ
ーを備えている。携帯型電話機においては、キーボード４０５を介して携帯型電話機の操
作者による操作を受け付けることにより、携帯型電話機に対して各種のデータを入力する
ことができる。
【００７８】
　マイク４０６は利用者の声をアナログ／デジタル変換した音声データを入力し、スピー
カ４０７は通話相手側から送信された音声データをデジタル／アナログ変換した音声を出
力する。スピーカ４０７は、通話相手側から送信されたデジタル形式の音声データをデジ
タル／アナログ変換し、アナログ形式の音声データに基づいてスピーカコーンにおけるコ
イルに通電するなどして音声を出力する。
【００７９】
　カメラ４０８は、キーボード４０５の操作によって撮像対象を撮像し、撮像した撮像対
象物の画像データを生成する。生成された画像データはＲＯＭ４０２あるいはＲＡＭ４０
３などに記憶される。携帯型電話機は、ＲＯＭ４０２やＲＡＭ４０３以外に、たとえばＳ
Ｄメモリなどのようなメモリを別途備えていてもよい。
【００８０】
　通信Ｉ／Ｆ４０９は、通信回線を通じて電話回線網１３０に接続され、電話回線網１３
０と携帯型電話機の内部とのインターフェースをつかさどる。通信Ｉ／Ｆ４０９は、電話
回線網１３０を介して、固定型電話機や別の携帯型電話機との間における音声データの入
出力を制御する。通信Ｉ／Ｆ４０９は、さらに、インターネットなどのネットワークに接
続されていてもよい。この場合、通信Ｉ／Ｆ４０９はインターネットなどのネットワーク
を介して別の携帯型電話機やコンピュータ装置との間におけるデータの入出力を制御する
。
【００８１】
　具体的には、携帯型電話機は、通信Ｉ／Ｆ４０９を介してインターネットなどのネット
ワークに接続することにより、ネットワークに接続された別のコンピュータ装置から送信
された情報を受信したり、ネットワーク上に設けられたＷＥＢサーバに登録されたデータ
を閲覧したりすることができる。
【００８２】
　ＷＥＢサーバは、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）システムにおいて情報送信
における情報送信機能を備えており、ＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）にしたがって、クライアント電話機１０１が備えるウェブブラウザ
に対して、ＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）や画像な
どの各種オブジェクトを表示させるプログラムがインストールされたコンピュータ装置（
図２を参照）によって実現することができる。
【００８３】
　この実施の形態１において、ＷＥＢサーバは、コールセンター支援装置１０５を実現す
るコンピュータ装置と同じコンピュータ装置によって実現することができる。なお、ＷＥ
Ｂサーバは、コールセンター支援装置１０５を実現するコンピュータ装置とは異なるコン
ピュータ装置によって実現してもよい。
【００８４】
　つぎに、コールセンター支援装置１０５が備える各種のデータベースについて説明する
。コールセンター支援装置１０５は、顧客情報データベース、カード決済情報データベー
スなどの各種のデータベースを備えている。また、コールセンター支援装置１０５は、再
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生音声テーブル（図８を参照）などの各種のテーブルを備えている。また、この実施の形
態１のコールセンター支援システム１００におけるコールセンター支援装置１０５は、音
源データベースを備えている（図９を参照）。顧客情報データベースは、カードの発行に
かかわる各種の情報を記憶している（図５を参照）。カード決済情報データベースは、カ
ード決済に関する各種の情報を記憶している（図６－１を参照）。再生音声テーブルは、
音声ガイダンスの再生順序を特定する情報を記憶している（図８を参照）。
【００８５】
　顧客情報データベース、カード決済情報データベース、音源データベースなどの各種の
データベースは、たとえばＨＤ２０５に設けられている。顧客情報データベースやカード
決済情報データベースなどの各種のデータベースは、ＨＤ２０５などコールセンター支援
装置１０５が備える記憶媒体に設けられているものに限らない。顧客情報データベースや
カード決済情報データベースなどの各種のデータベースは、コールセンター支援装置１０
５とは別体で設けられた記憶媒体や、コールセンター支援装置１０５とは異なるコンピュ
ータ装置１０５が備える記憶媒体に設けられていてもよい。
【００８６】
（顧客情報データベースの一例）
　つぎに、コールセンター支援装置１０５が備える顧客情報データベースについて説明す
る。図５は、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置が備える顧客情報
データベースの一例を示す説明図である。図５において、この発明にかかる実施の形態１
のコールセンター支援装置が備える顧客情報データベース５００は、カードの発行および
カード決済に必要とする各種の情報（以下「カード管理情報」）を記憶している。
【００８７】
　カード管理情報は、たとえば、カード識別情報、電話番号、カードの有効期限、カード
の所有者（顧客）の氏名、住所（請求書の送付先）、性別など、顧客あるいは当該顧客が
所有するカードに関する各種の情報を含んでいる。カード識別情報は、カードごとに固有
の情報であって、個々のカードを識別可能な情報とされる。具体的には、たとえば、この
実施の形態１におけるカードをクレジットカードによって実現する場合、カード番号は、
クレジットカードごとに固有のクレジットカード番号とすることができる。
【００８８】
　クレジットカード番号においては、最初の６桁の銀行識別番号（Ｂａｎｋ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ：ＢＩＮ）によって、クレジットカード会社などのカ
ードの発行事業者（イシュア）を特定することができる。クレジットカード番号は、ＢＩ
Ｎを含み、カードの発行事業者によって割り当てられた任意の数列によって構成され、カ
ードごとに固有の情報とされている。
【００８９】
　カード番号は、各カードを識別することができる情報（カード識別情報）であればよく
、クレジットカード番号のように、数字の羅列によって構成されるものに限らない。具体
的には、カード番号は、たとえばアルファベットのみを含む所定桁数の情報、あるいは、
数字とアルファベットとを含む所定桁数の情報によって実現してもよい。
【００９０】
　メールアドレスは、顧客のクライアント電話機１０１が携帯型電話機である場合に、当
該クライアント電話機１０１を識別可能な情報であって、利用確認メールの送信先として
、あらかじめ顧客に指定されている。あるいは、メールアドレスは、ネットワーク１３０
に接続されたパーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置に設定されたものであって
もよい。
【００９１】
　顧客情報データベース５００においては、たとえば「ｎａｍｅ＠ｘ－ａｂｃ．ｃｏ．ｊ
ｐ」のように「ユーザー名＠ドメイン名」で表記される電子メールアドレスが、メールア
ドレスとして記憶されている。あるいは、顧客情報データベース５００においては、たと
えばＩＰアドレスがメールアドレスとして記憶されていてもよい。
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【００９２】
　また、カード管理情報は、たとえば、顧客の年収や、所定期間における利用限度額など
、支払い能力に関する情報を含んでいてもよい。顧客情報データベース５００において、
カード管理情報は、カード識別情報ごとに関連付けられて記憶されている。所定期間は、
前回の締め日の翌日から次回の締め日までの期間であって、たとえば１ヶ月間とすること
ができる。
【００９３】
　締め日は、カード会社が加盟店への立替払金額やカード会員への請求金額を確定するた
めの締め切り日であり、たとえば「毎月１０日」、「毎月２５日」などのように設定され
ている。具体的には、たとえば締め日が「毎月１０日」である場合、所定期間は、毎月１
１日～翌月の１０日までの期間とされる。所定期間ごとの利用金額は、たとえば、１ヶ月
ごとに締め日がある場合、前回の締め日の翌日から次回の締め日までの累積のカード決済
の利用金額とされる。
【００９４】
　また、カード管理情報は、たとえば、支払い方法、支払いに利用する金融機関名、支店
名、預金種目や口座番号など、支払いに関する情報を含んでいてもよい。具体的には、た
とえばリボルビング払いを設定している顧客に関しては、リボルビング払いによる１回あ
たりの支払い額を、支払いに関する情報として記憶するようにしてもよい。
【００９５】
　顧客情報データベース５００において、カード管理情報は、たとえばカードの発行受付
時（申し込み時）など、カードが発行される前に顧客から取得することができる。カード
管理情報は、たとえばクレジットカード会社などのカードの発行元によって顧客情報デー
タベース５００に登録される。
【００９６】
　コールセンター支援装置１０５は、電話番号が特定された場合に、顧客情報データベー
ス５００に記憶されたカード管理情報に基づいて、カード番号を特定することができる。
そして、カード番号を特定することによって、顧客情報データベース５００に記憶された
カード管理情報に基づいて、特定されたカード番号に関連付けられているカード管理情報
を特定することができる。
【００９７】
（カード決済情報データベースの一例）
　つぎに、コールセンター支援装置１０５が備えるカード決済情報データベースについて
説明する。図６－１は、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５
が備えるカード決済情報データベースの一例を示す説明図である。
【００９８】
　図６－１において、カード決済情報データベース６１０は、カード決済に関する情報を
記憶している。カード決済情報データベース６１０において、カード決済に関する情報は
、当該カード決済に利用したカードのカード番号ごとに関連付けられて記憶されている。
カード決済に関する情報は、カード決済が完了するごとに、カード決済情報データベース
６１０に登録される。
【００９９】
　カード決済に関する情報は、当該カード決済に利用したカードのカード番号、カード決
済がおこなわれた日時、当該カード決済の支払い回数、当該カード決済における利用金額
（カード決済１回あたりの利用金額）、所定期間ごとの利用金額などを特定可能な情報を
含んでいる。また、カード決済に関する情報は、たとえばカード決済ごとに指定された支
払い回数、カード決済ごとの利用金額（カード決済１回あたりの利用金額）、所定期間ご
との利用金額など、各カード決済の内容を特定可能な情報を含んでいてもよい。図６－１
に示したカード決済情報データベース６１０においては、所定期間ごとの利用金額として
、１ヶ月あたりの利用金額が記憶されている。
【０１００】
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　カード決済情報データベース６１０においては、所定期間ごとの利用金額として、既に
満了した所定期間の利用金額と、満了していない所定期間の利用金額と、が記憶されてい
る。満了していない所定期間の利用金額は、未確定であり、所定期間（前月１１日～翌月
１０日まで）が満了した時点で確定する。カード決済情報データベース６１０において、
満了していない所定期間の利用金額は、請求予定金額として記憶されている。
【０１０１】
　なお、コールセンター支援装置１０５とカード決済サーバとが異なるコンピュータ装置
によって実現される場合、コールセンター支援装置１０５は、カード決済情報データベー
ス６１０に代えて、図６－２に一例を示した、カード番号特定テーブル６２０を備えてい
てもよい。図６－２において、カード番号特定テーブル６２０は、顧客によって登録され
た電話番号と、当該顧客のカード番号と、を関連付けて記憶している。カード番号特定テ
ーブル６２０を参照することにより、電話番号が特定された場合は、特定された電話番号
に基づいてカード番号を特定することができる。
【０１０２】
（音声ガイダンスのメニュー構成の一例）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５が備える音声
ガイダンスのメニュー構成の一例について説明する。図７は、この発明にかかる実施の形
態１のコールセンター支援装置１０５が備える音声ガイダンスのメニュー構成の一例を示
す説明図である。図７において、音声ガイダンスは、複数の階層に分類されており、高次
の階層から低次の階層へと階層を下っていくように案内するように構成されている。
【０１０３】
　音声ガイダンスは、同じ階層に分類された複数のメニュー項目（手続き内容を指定する
項目）の中から１つのメニュー項目を指定させるための音声による説明を実現する。また
、音声ガイダンスは、同じ階層に分類された複数のメニュー項目の中から１つのメニュー
項目が指定された場合、当該指定されたメニュー項目の直下となる低次の階層に分類され
た複数のメニュー項目の中から１つのメニュー項目を指定させるための音声による説明を
実現する。
【０１０４】
　図７において、各メニュー項目に対応づけられた（１）、（２）、・・・、（０）など
の数字は、階層ごとに、当該階層において該当するメニュー項目を指定するために顧客に
操作させるキーの番号（メニュー番号）を示している。図７に示したメニュー番号は、各
メニュー項目を指定するために顧客に操作させるキーの番号（メニュー番号）の一例を示
している。
【０１０５】
　この実施の形態１において、音声ガイダンスにおける各メニュー項目の説明は、顧客に
よって指定された再生順序にしたがって再生される。図７においては、音声ガイダンスに
おける各メニュー項目の再生順序の一例を示している。音声ガイダンスにおける各メニュ
ー項目に関連付けられるメニュー番号は、顧客によって指定された再生順序にしたがって
適宜変更される。
【０１０６】
　音声ガイダンスにおいて、下層に分類されたメニュー項目についての説明は、当該下層
に分類されたメニュー項目の直近の高次の階層に分類されたメニュー項目（メニュー番号
）が指定された場合におこなわれる。音声ガイダンスにおいて、最高次の階層に分類され
たメニュー項目以外のメニュー項目についての説明は、直近の高次の階層に分類されたメ
ニュー項目（メニュー番号）が指定されない場合はおこなわれない。
【０１０７】
　具体的には、たとえば図７における音声ガイダンスは、まず、「料金確認」、「盗難・
紛失」、「登録内容の変更」などの複数のメニュー項目の中から１つのメニュー項目（メ
ニュー番号）を指定させるための説明が音声によっておこなわれる。そして、たとえば、
「料金確認」というメニュー項目（メニュー番号）が指定された場合は、つぎに、「当月
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の利用料金」、「限度額」などの複数のメニュー項目の中から１つのメニュー項目（メニ
ュー番号）を指定させるための説明が音声によっておこなわれる。
【０１０８】
　この場合、たとえば、「盗難・紛失」というメニュー項目の低次の階層にある「無効手
配」や「再発行」というメニュー項目、「登録内容の変更」というメニュー項目の低次の
階層にある「住所・電話番号」、「名前」、「振替口座」、「暗証番号・生体情報」とい
うメニュー項目についての説明はおこなわれない。
【０１０９】
　さらに、たとえば「当月の利用料金」というメニュー項目（メニュー番号）が指定され
た場合は、つぎに、「音声（音声での料金確認）」、「メール（メールでの料金確認）」
などの複数のメニュー項目の中から１つのメニュー項目（メニュー番号）を指定させるた
めの説明が音声によっておこなわれる。
【０１１０】
　コールセンター支援装置１０５において、音声ガイダンスを構成する各メニュー項目の
最低次の階層に分類されたメニュー項目には、それぞれ、各メニュー項目（メニュー番号
）が指定された場合におこなう所定の処理が関連付けられている。具体的には、たとえば
「４９８０－１２３４－５６７８－９０１２」の顧客について、（１）－（１）－（１）
によって指定される「当月の利用料金を音声によって確認する」というメニュー項目（メ
ニュー番号）には、「該当するカード番号に関連付けられた当月の利用料金を特定し、特
定した利用料金を音声によって案内するための音声データを生成し、生成した音声データ
を再生する」という処理が所定の処理として関連付けられている。各メニュー項目（メニ
ュー番号）が指定された場合におこなう所定の処理については、公知の各種の技術を用い
て容易に実現可能であるため説明を省略する。
【０１１１】
（再生音声テーブルの一例）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５が備える再生
音声テーブルについて説明する。図８は、この発明にかかる実施の形態１のコールセンタ
ー支援装置１０５が備える再生音声テーブルの一例を示す説明図である。
【０１１２】
　図８において、再生音声テーブル８００は、カード番号ごとに、音声ガイダンスの再生
順序を含む音声ガイダンスメニューの内容を記憶している。再生音声テーブル８００にお
いて、音声ガイダンスメニューを構成する各音声ガイダンスには、階層ごとに再生順序と
同じメニュー番号が関連付けられている。
【０１１３】
　すなわち、上述した図７において一例を示した音声ガイダンスメニューにおいては、図
８に示した再生音声テーブル８００におけるカード番号「４９８０－１２３４－５６７８
－９０１２」の顧客についての再生音声テーブル８００と同じく、メニュー番号“１”に
「料金確認」というメニュー項目が関連付けられ、メニュー番号“２”に「盗難・紛失」
というメニュー項目が関連付けられ、メニュー番号“３”に「登録内容の変更」というメ
ニュー項目が関連付けられている。
【０１１４】
　これに対し、図８に示した再生音声テーブル８００におけるカード番号「４９８０－９
８７６－５４３２－１２３４」の顧客に対しては、メニュー番号“１”に「盗難・紛失」
というメニュー項目が関連付けられ、メニュー番号“２”に「料金確認」というメニュー
項目が関連付けられ、メニュー番号“３”に「登録内容の変更」というメニュー項目が関
連付けられている。
【０１１５】
　コールセンター支援装置１０５は、クライアント電話機１０１から操作されたキーに応
じて当該クライアント電話機１０１から出力されるプッシュ信号に基づいて、指定された
メニュー項目（メニュー番号）を認識する。そして、認識したメニュー項目（メニュー番
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号）とクライアント電話機１０１の電話番号とに基づいて、当該クライアント電話機１０
１の電話番号によって指定される音声ガイダンスメニューの内容を決定することができる
。
【０１１６】
　具体的には、たとえば、カード番号「４９８０－１２３４－５６７８－９０１２」の顧
客から架電（発呼）があった場合は、「利用料金確認を希望される場合は“１”を、カー
ドを盗難・紛失された場合は“２”を、登録内容の変更を希望される場合は“３”を、・
・・押してください」という音声ガイダンスが再生されるような音声ガイダンスメニュー
の内容を決定する。
【０１１７】
　また、具体的には、たとえば、カード番号「４９８０－９８７６－５４３２－１２３４
」の顧客から架電（発呼）があった場合は、「カードを盗難・紛失された場合は“１”を
、利用料金確認を希望される場合は“２”を、登録内容の変更を希望される場合は“３”
を、・・・押してください」という順番で音声ガイダンスが再生されるような音声ガイダ
ンスメニューの内容を決定する。
【０１１８】
　再生音声テーブル８００においては、最高次の階層に分類されたメニュー項目の再生順
序に加えて、最高次の階層よりも低次の階層に分類されたメニュー項目の再生順序につい
て、設定されていてもよい。具体的には、たとえば、カード番号「４９８０－１２３４－
５６７８－９０１２」の顧客に関して、最高次の階層に分類されたメニュー項目について
の音声ガイダンスの再生によって“１”が指定された場合は、つづいて「当月の利用料金
確認を希望される場合は“１”を、限度額の確認を希望される場合は“２”を、・・・押
してください」という音声ガイダンスが再生されるように設定することができる。
【０１１９】
　あるいは、具体的には、たとえば、カード番号「４９８０－１２３４－５６７８－９０
１２」の顧客に関して、最高次の階層に分類されたメニュー項目についての音声ガイダン
スの再生によって“１”が指定された場合は、つづいて「限度額の確認を希望される場合
は“１”を、当月の利用料金確認を希望される場合は“２”を、・・・押してください」
という音声ガイダンスが再生されるように設定してもよい。
【０１２０】
　また、再生音声テーブル８００においては、最高次の階層に分類されたメニュー項目の
中から指定されたメニュー項目（メニュー番号）の直下の階層に分類されたメニュー項目
についての音声ガイダンスの再生順序を含む音声ガイダンスメニューの内容を、カード番
号ごとに記憶している。
【０１２１】
　具体的には、たとえば、カード番号「４９８０－１２３４－５６７８－９０１２」の顧
客に関して、最高次の階層に分類されたメニュー項目についての音声ガイダンスの再生に
よって指定されたメニュー番号が“１”の「料金確認」であって、かつ、直下の階層に分
類されたメニュー項目についての音声ガイダンスの再生によって指定されたメニュー番号
が“１”の「当月の利用料金」である場合、つづいて「音声による料金案内を希望される
場合は“１”を、メールによる料金案内を希望される場合は“２”を押してください」と
いう音声ガイダンスが再生されるように設定することができる。
【０１２２】
　あるいは、具体的には、たとえば、カード番号「４９８０－１２３４－５６７８－９０
１２」の顧客に関して、最高次の階層に分類されたメニュー項目についての音声ガイダン
スの再生によって指定されたメニュー番号が“１”の「料金確認」であって、かつ、直下
の階層に分類されたメニュー項目についての音声ガイダンスの再生によって指定されたメ
ニュー番号が“１”の「当月の利用料金」である場合、つづいて「メールによる料金案内
を希望される場合は“１”を、音声による料金案内を希望される場合は“２”を押してく
ださい」という音声ガイダンスが再生されるように設定してもよい。
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【０１２３】
　再生音声テーブル８００の内容は、たとえば、あらかじめ顧客がカード会社のホームペ
ージなどの所定のサイトにアクセスし、顧客が希望する再生順序を指定することによって
設定される。あるいは、再生音声テーブル８００の内容は、たとえば、過去の架電履歴に
基づいて、指定された回数が多いメニュー項目ほど先に説明される（音声が再生される）
ように設定されていてもよい。
【０１２４】
　再生音声テーブル８００における各音声ガイダンスメニューの内容は、顧客が指定操作
をおこなうごとに、適宜変更することができる。また、再生音声テーブル８００における
各音声ガイダンスメニューの内容は、具体的には、たとえば音声ガイダンスメニューの内
容に変更があった場合に、適宜変更することができる。具体的には、たとえば、従前の音
声ガイダンスメニューに含まれていたメニュー項目が削除された場合や階層関係に変更が
あった場合などに、再生音声テーブル８００の内容を適宜変更することができる。
【０１２５】
　再生音声テーブル８００は、音声ガイダンスメニューの内容の更新履歴を記憶していて
もよい。具体的には、たとえば音声ガイダンスメニューの内容が更新された場合は、少な
くとも最新の音声ガイダンスメニューの内容の更新日時を特定可能な情報を、各音声ガイ
ダンスメニューの内容に関連付けて記憶する。また、再生音声テーブル８００においては
、更新された最新の音声ガイダンスメニューの内容と、更新直前の音声ガイダンスメニュ
ー（従前の音声ガイダンスメニュー）の内容と、を記憶していてもよい。これにより、音
声ガイダンスメニューの内容が更新された場合にも、更新直前の音声ガイダンスメニュー
（従前の音声ガイダンスメニュー）の内容を特定することができる。
【０１２６】
　音源データベース（図９を参照）は、再生音声テーブル８００における各メニュー項目
を、クライアント電話機１０１において音声によって説明するための音声データを記憶し
ている。音源データベースにおいて、各音声データは、再生音声テーブル８００における
メニュー項目（メニュー番号）ごとに関連付けて記憶されている。
【０１２７】
　また、音源データベースにおいて、各音声データには、関連付けられたメニュー項目が
分類されている階層や、各階層において該当するメニュー項目（メニュー番号）を指定す
るために顧客に操作させるキーの番号などに関する情報が関連付けて記憶されている。音
声データは、メニュー項目（メニュー番号）ごとに分割されており、再生音声テーブル８
００の内容に応じて再生順序を組み替えることができるように構成されている。
【０１２８】
　これにより、音声ガイダンスメニューの内容が決定された場合は、当該決定された音声
ガイダンスメニューの内容における各メニュー項目の階層や顧客に操作させるキーの番号
（メニュー番号）などに関する情報に基づいて、適宜再生順序を組み替えた音声ガイダン
スを再生させることができる。
【０１２９】
　具体的には、音源データベースは、たとえば、最高次の階層に分類された「料金確認」
、「盗難・紛失」、「登録内容の変更」などのメニュー項目についての音声データとして
、それぞれ、「利用料金確認を希望される場合は」、「カードを盗難・紛失された場合は
」、「登録内容の変更を希望される場合は」のように複数に分割された音声データを記憶
している。また、具体的には、音源データベースは、たとえば、各音声データによって示
されるメニュー項目を指定するためのメニュー番号を示す「“１”を」、「“２”を」「
“３”を」、・・・などの音声データを記憶している。
【０１３０】
　コールセンター支援装置１０５は、たとえば、カード番号「４９８０－１２３４－５６
７８－９０１２」の顧客に関して、これらの複数に分割された音声データおよびメニュー
番号を示す音声データに、クライアント電話機１０１の操作を促す「押してください」と
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いう音声データを組み合わせ、「利用料金確認を希望される場合は“１”を、カードを盗
難・紛失された場合は“２”を、登録内容の変更を希望される場合は“３”を、・・・押
してください」という音声ガイダンス情報を生成する。
【０１３１】
　コールセンター支援装置１０５は、たとえば、顧客からの架電（発呼）があった場合に
、音声ガイダンス情報を生成する。あるいは、コールセンター支援装置１０５は、たとえ
ば、再生音声テーブル８００に音声ガイダンスメニューの内容が設定された場合に音声ガ
イダンス情報を生成するようにしてもよい。
【０１３２】
（発呼の手順）
　つぎに、コールセンター支援システム１００において、クライアント電話機１０１側の
発話者（顧客）がコールセンター１１０に架電（発呼）する場合の手順、すなわちクライ
アント電話機１０１からコールセンター支援装置１０５への発呼の手順について説明する
。
【０１３３】
　クライアント電話機１０１からコールセンター支援装置１０５への発呼に際しては、ま
ず、発信者となる顧客がクライアント電話機１０１を操作してコールセンター１１０の電
話番号をダイヤルする。クライアント電話機１０１は、ダイヤルされたコールセンター１
１０の電話番号を発信側交換機１０３に出力する。
【０１３４】
　発信側交換機１０３は、クライアント電話機１０１から出力されたコールセンター１１
０の電話番号を受信すると、電話回線網１３０に対する接続を要求する接続要求信号を出
力する。接続要求信号には、着信先であるコールセンター１１０の電話番号に加えて、発
信元であるクライアント電話機１０１の電話番号などが含まれている。
【０１３５】
　発信側交換機１０３は、番号翻訳テーブルを用いてルーティングをおこなうことによっ
て、センター電話機１０２との間における加入者線を収容している着信側交換機１０４を
識別し、識別した着信側交換機１０４に対して接続要求信号を出力する。発信側交換機１
０３と着信側交換機１０４との間に中継交換機や関門交換機が存在する場合は、各中継交
換機や各関門交換機においてそれぞれ番号翻訳テーブルを用いたルーティングがおこなわ
れる。これによって、電話回線網１３０全体におけるルーティングが実行され、接続要求
信号を着信側交換機１０４に転送することができる。
【０１３６】
　着信側交換機１０４は、接続要求信号を受信すると、コールセンター支援装置１０５と
の間で通信をおこない、コールセンター支援装置１０５が着信可能な状態であるかどうか
を判断する。コールセンター支援装置１０５が着信可能な状態であるかどうかは、たとえ
ば、コールセンター１１０において架電待ち状態（空き状態）のセンター電話機１０２の
有無に基づいて、判断することができる。
【０１３７】
　すなわち、コールセンター支援装置１０５が着信可能な状態であるかどうかは、コール
センター１１０における契約電話回線数とコールセンター１１０において通話中の電話回
線数とに基づいて、契約電話回線数が通話中の電話回線数よりも多いか少ないかに基づい
て判断することができる。この場合、着信側交換機１０４は、コールセンター１１０にお
いて、空き状態のセンター電話機１０２がある状態、すなわち、契約電話回線数が通話中
の電話回線数よりも多い状態にあることをもって、コールセンター支援装置１０５が着信
可能な状態であると判断することができる。
【０１３８】
　そして、着信側交換機１０４は、コールセンター支援装置１０５が着信可能な状態であ
る場合に、当該コールセンター支援装置１０５に対して情報受信端末起動信号を送信する
。この情報受信端末起動信号は、具体的には、たとえば「０．５秒鳴って０．５秒休止す



(22) JP 5425673 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

る」というタイミングで送信される。
【０１３９】
　コールセンター支援装置１０５は、情報受信端末起動信号を受信すると、回線の接続を
確立したことを示す一次応答信号を着信側交換機１０４に送信する。着信側交換機１０４
は、コールセンター支援装置１０５から一次応答を受信すると、発信元となるクライアン
ト電話機１０１の電話番号などの情報を含むモデム信号を送信する。モデム信号の送受信
に際しては、具体的には、たとえばＩＴＵ－Ｔ（国際電気通信連合の電気通信標準化部門
）標準のＶ．３２などの規格に基づいて通信をおこなうことができる。
【０１４０】
　コールセンター支援装置１０５は、モデム信号を受信すると、着信側交換機１０４に対
してモデム信号の受信完了を示す信号を送信する。これにより、コールセンター支援装置
１０５は、発信者の電話番号を認識することができる。着信側交換機１０４は、発信元と
なるクライアント電話機１０１の電話番号をコールセンター支援装置１０５が受信した場
合に、コールセンター支援装置１０５に対して第１の呼び出し信号を送出する。着信側交
換機１０４は、発信元となるクライアント電話機１０１の電話番号と第１の呼出音信号と
を同時に送出してもよい。
【０１４１】
　また、着信側交換機１０４は、コールセンター支援装置１０５が着信可能な状態である
場合に、コールセンター支援装置１０５に対して第１の呼出音信号を送出（送信）すると
ともに、発信元となるクライアント電話機１０１との間における加入者線を収容している
発信側交換機１０３に対して第２の呼出音信号を送出する。発信側交換機１０３は、受信
した第２の呼出音信号を、該当するクライアント電話機１０１に送出する。
【０１４２】
　着信側交換機１０４は、コールセンター支援装置１０５に対して発信元となるクライア
ント電話機１０１の電話番号を送信した場合に、発信側交換機１０３に対して第２の呼出
音信号を送出する。着信側交換機１０４は、コールセンター支援装置１０５に対する第１
の呼出音信号の送出と同時に、発信側交換機１０３に対する第２の呼出音信号の送出をお
こなってもよい。
【０１４３】
　着信側交換機１０４が発信側交換機１０３を介してクライアント電話機１０１に送出し
た第２の呼出音信号は、クライアント電話機１０１において、たとえば「プルル」という
呼出音（ＲＢＴ：Ｒｉｎｇ　Ｂａｃｋ　Ｔｏｎｅ）となってスピーカ３０７、４０７を介
して出力される。これによって、クライアント電話機１０１からコールセンター支援装置
１０５への発呼がおこなわれる。
【０１４４】
　コールセンター１１０においては、顧客の操作によって「オペレーターに接続」という
メニュー項目が指定された場合に、空き状態にあるセンター電話機１０２に対してオペレ
ーター呼出音信号を送信する。コールセンター１１０においては、コールセンター支援装
置１０５から空き状態にあるセンター電話機１０２に対してオペレーター呼出音信号が送
出された場合に、当該センター電話機１０２を介して、たとえば「リリリリーン」などの
オペレーター呼出音が出力される。
【０１４５】
　なお、着信側交換機１０４は、コールセンター支援装置１０５が着信可能な状態ではな
い場合は、話中であることを示す話中音信号を、発信側交換機１０３を介して、発信元と
なるクライアント電話機１０１に対して送信する。クライアント電話機１０１は、話中音
信号を受信するとスピーカ３０７、４０７から話中音（ＢＴ：Ｂｕｓｙ　Ｔｏｎｅ）を出
力する。話中音は、たとえば「プープープー」などのオペレーターの耳で聞くことが可能
な音声として、クライアント電話機１０１のスピーカ３０７、４０７から出力される。
【０１４６】
　上記においては、クライアント電話機１０１からセンター電話機１０２へ架電（発呼）
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した場合の電話（通話）の基本手順について説明したが、センター電話機１０２からクラ
イアント電話機１０１へ架電（発呼）した場合の電話（通話）の基本手順も同様の手順に
よって実現することができる。
【０１４７】
（コールセンター支援装置１０５の機能的構成）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５の機能的構成
について説明する。図９は、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１
０５の機能的構成を示す説明図である。
【０１４８】
　図９において、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５は、電
話番号取得部９０１と、抽出部９０２と、音声ガイダンスメニュー決定部９０３と、出力
部９０４と、操作判定部９０５と、要求サービス決定部９０６と、通知部９０７と、要求
サービス実行部９０８と、を備えている。この実施の形態１において、電話番号取得部９
０１、抽出部９０２、音声ガイダンスメニュー決定部９０３、出力部９０４、操作判定部
９０５、要求サービス決定部９０６、通知部９０７および要求サービス実行部９０８は、
コールセンター支援装置１０５を実現するコンピュータ装置が備える各部によって実現す
ることができる。図９において、符号９１０は、音源データベースを示している。
【０１４９】
　電話番号取得部９０１は、着信した発呼の発信元の電話番号を取得する。具体的に、電
話番号取得部９０１は、コールセンター支援装置１０５において着信側交換機１０４から
送信される発信者の電話番号などの情報を含むモデム信号を受信することによって、当該
モデム信号に基づいて、発呼の発信元となるクライアント電話機１０１の電話番号を取得
することができる。
【０１５０】
　抽出部９０２は、電話番号取得部９０１によって取得された電話番号に基づいて、発信
元に対応する顧客の所定の顧客情報を抽出する。具体的に、抽出部９０２は、たとえば、
顧客情報データベース５００を参照し、電話番号取得部９０１によって取得された電話番
号に関連付けられた顧客のカード番号を抽出する。
【０１５１】
　音声ガイダンスメニュー決定部９０３は、抽出部９０２によって抽出された所定の顧客
情報に基づいて、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンスメニューの内容を決定する
。具体的に、音声ガイダンスメニュー決定部９０３は、たとえば、再生音声テーブル８０
０を参照して、抽出部９０２によって抽出されたカード番号に関連付けられた音声ガイダ
ンスメニューの内容を決定する。
【０１５２】
　また、音声ガイダンスメニュー決定部９０３は、決定された音声ガイダンスメニューの
内容の更新履歴に基づいて、該当する顧客の音声ガイダンスメニューの内容に変更があっ
た場合は、変更後の最初の架電（発呼）であるか否かを判断してもよい。
【０１５３】
　出力部９０４は、音声ガイダンスメニュー決定部９０３によって決定された音声ガイダ
ンスメニューを出力する。具体的に、出力部９０４は、たとえば、音源データベースを参
照して、音声ガイダンスメニュー決定部９０３によって決定された音声ガイダンスメニュ
ーの内容に含まれる音声ガイダンスを抽出する。
【０１５４】
　そして、抽出された各音声ガイダンスが顧客ごとに指定された再生順序で再生されるよ
うに、抽出された各音声ガイダンスを組み替えて音声ガイダンス情報を生成する。その後
、生成した音声ガイダンス情報を再生し、再生された音声ガイダンス情報を着信側交換機
１０４および発信側交換機１０３を介してクライアント電話機１０１に対して出力する。
これによって、クライアント電話機１０１において音声ガイダンスが出力される。
【０１５５】
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　操作判定部９０５は、クライアント電話機１０１において特定のメニュー項目（メニュ
ー番号）を指定する操作がおこなわれたか否かを判定する。具体的に、操作判定部９０５
は、たとえば、クライアント電話機１０１から送信されたプッシュ信号に基づいて、クラ
イアント電話機１０１においてメニュー項目（メニュー番号）を指定する操作がおこなわ
れたか否かを判定する。また、操作判定部９０５は、クライアント電話機１０１から送信
されたプッシュ信号に基づいて、クライアント電話機１０１において指定されたメニュー
項目（メニュー番号）を判定する。
【０１５６】
　要求サービス決定部９０６は、クライアント電話機１０１においておこなわれたメニュ
ー項目（メニュー番号）を指定する操作に応じて、操作されたメニュー項目（メニュー番
号）に該当する所定の処理、すなわち顧客が要求しているサービスを決定する。具体的に
、要求サービス決定部９０６は、操作判定部９０５による判定結果に基づいて、顧客が要
求しているサービスを決定する。
【０１５７】
　具体的に、要求サービス決定部９０６は、たとえば、クライアント電話機１０１から送
信されたプッシュ信号に基づいて、クライアント電話機１０１において（１）－（１）－
（１）という操作がなされたと操作判定部９０５によって判定された場合、（１）－（１
）－（１）によって指定されるメニュー項目である「当月の利用料金を音声によって確認
する」処理を、顧客が要求しているサービスとして決定する。
【０１５８】
　また、要求サービス決定部９０６は、音声ガイダンスメニュー決定部９０３によって新
たな音声ガイダンスメニューの内容が決定された場合であって、出力部９０４によって出
力される新たな音声ガイダンスメニューの出力前に、顧客からのメニュー番号の入力（メ
ニュー項目の指定操作）を受け付けた場合に、新たな音声ガイダンスメニュー以前に出力
していた音声ガイダンスメニューのメニュー項目（メニュー番号）に対応する所定の処理
を決定する。
【０１５９】
　新たな音声ガイダンスメニューの内容は、たとえば、顧客がカード会社のホームページ
などの所定のサイトにアクセスし、既に再生音声テーブル８００において指定されていた
再生順序を、別の再生順序に変更する操作をおこなうことによって設定される。すなわち
、再生音声テーブル８００において既に音声ガイダンスメニューの内容が設定されていた
顧客が、別の音声ガイダンスメニューの内容に変更する操作をおこなった場合に、変更後
の音声ガイダンスメニューの内容が新たな音声ガイダンスメニューの内容とされる。
【０１６０】
　あるいは、再生音声テーブル８００において既に音声ガイダンスメニューの内容が設定
されていた顧客が、当該音声ガイダンスメニューの内容において再生の優先順位の高いメ
ニュー項目とは異なるメニュー項目（メニュー番号）を指定する操作を所定回数以上おこ
なった場合に、既に設定されている音声ガイダンスメニューの内容の変更をおこない、変
更後の音声ガイダンスメニューの内容を新たな音声ガイダンスメニューの内容としてもよ
い。
【０１６１】
　そして、要求サービス決定部９０６は、新たな音声ガイダンスメニューの内容が設定さ
れた後のクライアント電話機１０１からの架電（発呼）において、当該新たな音声ガイダ
ンスメニューの内容を説明する音声ガイダンスが再生される前に、メニュー項目の指定操
作がおこなわれた場合は、新たな音声ガイダンスメニュー以前に出力していた音声ガイダ
ンスメニューのメニュー項目（メニュー番号）にしたがって、顧客に指定されたメニュー
項目（メニュー番号）に対応する所定の処理を決定する。
【０１６２】
　通知部９０７は、音声ガイダンスメニュー決定部９０３によって新たな音声ガイダンス
メニューの内容が決定された場合であって、出力部９０４によって出力される新たな音声
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ガイダンスメニューの出力前に、顧客からのメニュー番号の入力（メニュー項目の指定操
作）を受け付け、要求サービス決定部９０６によって決定された所定の処理を実行する際
に、新たな音声ガイダンスメニューの内容に変更になった旨を通知する。
【０１６３】
　通知部９０７は、たとえば、従前の音声ガイダンスメニューの内容が新たな音声ガイダ
ンスメニューの内容に変更されたことを、音声によって通知する。この場合、通知の音声
に関する情報は、音源データベース９１０に格納されている。あるいは、通知部９０７は
、たとえば、従前の音声ガイダンスメニューの内容が新たな音声ガイダンスメニューの内
容に変更されたことに加えて、変更後の新たな音声ガイダンスメニューの内容を音声によ
って通知してもよい。変更後の新たな音声ガイダンスメニューの内容は、通知部９０７に
よる通知後に、電子メールや書類などによって顧客に通知するようにしてもよい。
【０１６４】
　要求サービス実行部９０８は、要求サービス決定部９０６によって決定された所定の処
理を実行する。具体的には、要求サービス実行部９０８は、たとえば、クライアント電話
機１０１において（１）－（１）－（１）という操作がなされた場合、すなわち「当月の
利用料金を音声によって確認する」処理が決定された場合、該当する顧客の当月の利用金
額を抽出し、抽出された利用金額を音声によって通知するための音声ガイダンス情報を生
成し、生成した音声ガイダンス情報を着信側交換機１０４および発信側交換機１０３を介
してクライアント電話機１０１に対して出力する。これによって、クライアント電話機１
０１において音声ガイダンスが出力される。
【０１６５】
　上述したように、所定の処理は、顧客の操作によって各種存在する。このため、要求サ
ービス実行部９０８は、該当する所定の処理の実行を開始する指示情報（トリガ）を、Ｃ
ＰＵ２０１などの該当する処理部へ出力する処理をおこなうものであってもよい。これに
よって、要求サービス決定部９０６によって決定された所定の処理を実行することができ
る。
【０１６６】
（コールセンター支援装置１０５の処理手順）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５の処理手順に
ついて説明する。図１０は、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１
０５の処理手順を示すフローチャートである。
【０１６７】
　図１０のフローチャートにおいて、まず、第１の呼出音信号を受信したか否かを判断す
る（ステップＳ１００１）。ステップＳ１００１においては、第１の呼出音信号を受信し
たか否かを判断することにより、クライアント電話機１０１すなわち顧客からの架電（発
呼）があったか否かを判断する。
【０１６８】
　ステップＳ１００１において、第１の呼出音信号を受信していない場合（ステップＳ１
００１：Ｎｏ）は、第１の呼出音信号を受信するまで待機する。第１の呼出音信号を受信
した場合（ステップＳ１００１：Ｙｅｓ）は、ステップＳ１００１：Ｙｅｓにおいて受信
された第１の呼び出し音信号に先立って（あるいは同時に）送信されたモデム信号に基づ
いて、顧客の電話番号を取得する（ステップＳ１００２）。
【０１６９】
　つぎに、ステップＳ１００２において取得された顧客の電話番号に基づいて、顧客情報
データベース５００を参照し、取得された顧客の電話番号に関連付けられたカード番号を
抽出する（ステップＳ１００３）。ステップＳ１００３においては、カード番号に代えて
、あるいはカード番号に加えて、たとえばメールアドレスなど、ステップＳ１００２にお
いて取得された顧客の電話番号に関連付けられた顧客情報を抽出してもよい。
【０１７０】
　つぎに、ステップＳ１００３において抽出されたカード番号に基づいて、再生音声テー
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ブル８００を参照して、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンスメニューの内容を決
定する（ステップＳ１００４）。ステップＳ１００５においては、ステップＳ１００１：
Ｙｅｓにおいて第１の呼出音信号を受信し、コールセンター支援装置１０５とクライアン
ト電話機１０１との通話状態が確立されてから、当該クライアント電話機１０１から送信
されたプッシュ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ１００５）。
【０１７１】
　ステップＳ１００５において、プッシュ信号を受信していない場合（ステップＳ１００
５：Ｎｏ）は、ステップＳ１００４において決定された音声ガイダンスメニューの内容に
基づいた音声ガイダンスメニューを出力する（ステップＳ１００６）。そして、クライア
ント電話機１０１から送信されたプッシュ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ
１００７）。ステップＳ１００７において、クライアント電話機１０１から送信されたプ
ッシュ信号を受信していない場合（ステップＳ１００７：Ｎｏ）は、受信するまで待機す
る。
【０１７２】
　ステップＳ１００７において、クライアント電話機１０１から送信されたプッシュ信号
を受信した場合（ステップＳ１００７：Ｙｅｓ）は、受信されたプッシュ信号に基づいて
、該当する処理を決定する（ステップＳ１００８）。ステップＳ１００８においては、受
信されたプッシュ信号に基づいて、顧客によって指定されたメニュー項目（メニュー番号
）を特定し、メニュー項目（メニュー番号）に関連付けられた所定の処理の中から、特定
されたメニュー項目（メニュー番号）に関連付けられた処理（該当する処理）を決定する
。その後、ステップＳ１００８において決定された該当する処理を実行し（ステップＳ１
００９）、一連の処理を終了する。
【０１７３】
　一方、ステップＳ１００５において、プッシュ信号を受信した場合（ステップＳ１００
５：Ｙｅｓ）は、再生音声ガイダンスメニューの内容に変更があったか否かを判断する（
ステップＳ１０１０）。ステップＳ１０１０においては、たとえば、再生音声テーブル８
００における音声ガイダンスメニューの内容の更新履歴に基づいて、再生音声ガイダンス
メニューの内容に変更があったか否かを判断する。再生音声ガイダンスメニューの内容に
変更がない場合（ステップＳ１０１０：Ｎｏ）は、ステップＳ１００８へ移行する。
【０１７４】
　ステップＳ１０１０において、再生音声ガイダンスメニューの内容に変更があったと判
断した場合（ステップＳ１０１０：Ｙｅｓ）は、音声ガイダンスメニュー変更後の架電回
数が所定回数以下であるか否かを判断する（ステップＳ１０１１）。ステップＳ１０１１
においては、具体的には、たとえば、最新の音声ガイダンスメニューの更新日時と、当該
最新の音声ガイダンスメニューに関連付けられた顧客からの架電履歴とに基づいて、音声
ガイダンスメニュー変更後のはじめての架電（発呼）であるか否かを判断する。所定回数
は、１回（初回）に限るものではなく、２回以上の任意の回数であってもよい。
【０１７５】
　ステップＳ１０１１において、音声ガイダンスメニュー変更後の架電回数が所定回数以
下ではない場合（ステップＳ１０１１：Ｎｏ）は、ステップＳ１００８へ移行する。音声
ガイダンスメニュー変更後の架電回数が所定回数以下である（たとえば、音声ガイダンス
メニュー変更後はじめての架電（発呼）である）場合（ステップＳ１０１１：Ｙｅｓ）は
、従前の音声ガイダンスメニューの内容において、受信されたプッシュ信号に該当する処
理を決定する（ステップＳ１０１２）。
【０１７６】
　そして、従前の音声ガイダンスメニューの内容が新たな音声ガイダンスメニューの内容
に変更されたことを案内する通知（変更の通知）をおこなう（ステップＳ１０１３）。ス
テップＳ１０１３においては、たとえば、従前の音声ガイダンスメニューの内容が新たな
音声ガイダンスメニューの内容に変更されたことを、「お客様の音声ガイダンスメニュー
の内容は、○月×日１９時２５分に変更されました。前回までの音声ガイダンスメニュー
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とはメニュー番号が異なります。ご確認ください」などの音声によって変更通知をおこな
う。
【０１７７】
　上述した実施の形態１のコールセンター支援システム１００においては、コールセンタ
ー１１０を設置しているカード会社が所有するパーソナルコンピュータなどのコンピュー
タ装置によってコールセンター支援装置１０５を実現する例について説明したが、コール
センター支援装置１０５はカード会社が所有するパーソナルコンピュータなどのコンピュ
ータ装置に限らない。具体的には、コールセンター支援装置１０５は、たとえば加入者交
換機あるいは構内交換機と同様の機能を実現する装置を管理する管理会社（管理者）が所
有するパーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置であってもよい。
【０１７８】
　また、上述した実施の形態１のコールセンター支援システム１００においては、パーソ
ナルコンピュータなどのコンピュータ装置によってコールセンター支援装置１０５を実現
する例について説明したが、これに限るものではない。コールセンター支援装置１０５は
、具体的には、たとえばパーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置に代えて、構内
交換機（ＰＢＸ：Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　ｅＸｃｈａｎｇｅ）によって実現して
もよい。
【０１７９】
　構内交換機は、通信をつかさどる通話路部と、通話路部の制御をつかさどる制御部とを
備えている。構内交換機は、アナログ方式による通信をつかさどる通話路部を備え、通話
する回線と相手回線とを単に接続するアナログ交換機によって実現することができる。ま
た、構内交換機は、デジタル方式による通信をつかさどり通話路部および制御部において
デジタル方式の制御をおこなうデジタル交換機（デジタルＰＢＸ）によって実現するよう
にしてもよい。デジタル交換機は、電話にかかる各種の信号を、ＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃ
ｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　パルス符号変調）方式によって多重化し、多重化した信
号をデジタル伝送路に送出する。
【０１８０】
　構内交換機によってコールセンター支援装置１０５を実現する場合、コールセンター支
援装置１０５を実現する構内交換機は、カード会社が所有・運用・管理するものに限らな
い。コールセンター１１０において構内交換機を設置せず、当該コールセンター１１０に
おけるセンター電話機１０２の収容電話局に設置された加入者交換機（着信側交換機１０
４）によって構内交換機を実現するサービスを利用している場合、当該加入者交換機（着
信側交換機１０４）によって実現される構内交換機によってコールセンター支援装置１０
５を実現してもよい。構内交換機が実現する各種の機能については公知の技術であるため
説明を省略する。
【０１８１】
　以上説明したように、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５
は、着信した発呼の発信元の電話番号を取得し、取得された電話番号に基づいて、発信元
に対応する顧客の所定の顧客情報を抽出する。そして、抽出された所定の顧客情報に基づ
いて、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンスメニューの内容を決定し、決定された
音声ガイダンスメニューを出力する。
【０１８２】
　さらに、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５は、新たな音
声ガイダンスメニューの内容が決定された場合であって、当該新たな音声ガイダンスメニ
ューの出力前に、顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声ガイダ
ンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応する所定
の処理を決定し、決定された所定の処理を実行することを特徴としている。
【０１８３】
　この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５によれば、新たな音声
ガイダンスメニューの内容が決定された場合であって、かつ、当該新たな音声ガイダンス
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メニューの出力前に顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合には、新たな音声ガ
イダンスメニューの内容ではなく従前の音声ガイダンスメニューの内容に基づいたメニュ
ー番号に対応する所定の処理を実行することができる。
【０１８４】
　これによって、音声ガイダンスメニューの内容に変更があった場合にも、顧客に対して
新たな音声ガイダンスメニューについての音声を聞かせることなく、当該顧客が要求する
サービスを実行することができる。
【０１８５】
　また、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５によれば、音声
ガイダンスによる各メニュー項目の説明が、顧客自身の設定や架電履歴などに基づいて設
定された顧客ごとの再生順序でおこなわれるので、顧客に対して、利用頻度が高いメニュ
ー項目から順に説明する音声ガイダンスを聞かせることができる。
【０１８６】
　これによって、顧客ごとに、当該顧客が所望する音声ガイダンスから優先的に聞かせる
ことができ、当該顧客が目的とするメニューについての音声ガイダンスが再生されるまで
の間不要な音声ガイダンスを聞くことによって顧客が無駄な時間を費やすことを抑制する
ことができる。
【０１８７】
　このように、この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５によれば
、顧客が自身が要求するサービスを宣言するまで、あるいは、顧客が要求するサービスが
実行されるまでの時間を短くすることができ、架電（発呼）に際して顧客が感じる煩わし
さを低減することができる。これによって、コールセンター１１０を利用する利用者の満
足度の向上を図ることができる。
【０１８８】
　また、この発明にかかるコールセンター支援装置は、新たな音声ガイダンスメニューの
内容が決定された場合であって、かつ、当該新たな音声ガイダンスメニューの出力前に顧
客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に所定の処理を決定し、決定された所定の
処理を実行する際に、新たな音声ガイダンスメニューの内容に変更になった旨を通知する
ことを特徴としている。
【０１８９】
　この発明にかかる実施の形態１のコールセンター支援装置１０５によれば、新たな音声
ガイダンスメニューの内容が決定された後の架電（発呼）において、顧客が新たな音声ガ
イダンスを聞く前にメニュー番号の入力操作をおこなった場合に限って、従前の音声ガイ
ダンスメニューの内容が新たな音声ガイダンスメニューの内容に変更になった旨を通知す
ることができる。
【０１９０】
　これによって、音声ガイダンスを聞かずにメニュー番号の入力操作をおこなう顧客に対
して、従前の音声ガイダンスメニューの内容が新たな音声ガイダンスメニューの内容に変
更になったことを確実に伝えることができる。これにより、変更になったことの通知を不
要とする顧客に対して当該通知をおこない、不要な音声ガイダンスを聞かせることによっ
て、顧客が無駄な時間を費やすことを抑制することができる。
【０１９１】
（実施の形態２）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置について説明する。
実施の形態２においては、上述した実施の形態１と同一部分は同一符号で示し、説明を省
略する。
【０１９２】
　つぎに、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置１０５の機能的構成
について説明する。図１１は、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置
１０５の機能的構成を示す説明図である。
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【０１９３】
　図１１において、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置１０５は、
、着信部１１０１と、顧客識別情報入力部１１０２と、抽出部１１０３と、音声ガイダン
スメニュー決定部９０３と、出力部９０４と、操作判定部９０５と、要求サービス決定部
９０６と、通知部９０７と、要求サービス実行部９０８と、を備えている。この実施の形
態２において、着信部１１０１、顧客識別情報入力部１１０２、抽出部１１０３、音声ガ
イダンスメニュー決定部９０３、出力部９０４、操作判定部９０５、要求サービス決定部
９０６、通知部９０７および要求サービス実行部９０８は、コールセンター支援装置１０
５を実現するコンピュータ装置が備える各部によって実現することができる。
【０１９４】
　着信部１１０１は、顧客からの発呼を着信する。着信部１１０１は、たとえば、着信側
交換機から第１の呼出音信号を受信し、受信された第１の呼出音信号にすることによって
、顧客からの発呼を着信することができる。
【０１９５】
　顧客識別情報入力部１１０２は、着信部１１０１によって発呼を着信した場合に、当該
顧客の顧客識別情報の入力を受け付ける。顧客識別情報入力部１１０２は、たとえば、ク
ライアント電話機１０１から出力されるプッシュ信号に基づいて、顧客の顧客識別情報の
入力を受け付けることができる。
【０１９６】
　顧客識別情報は、たとえば、カード番号や電話番号などによって実現することができる
。また、顧客識別情報は、コールセンター１１０への架電（発呼）のために、コールセン
ター１１０側からあらかじめ発行された認証用の番号情報であってもよい。この場合の顧
客識別情報は、クライアント電話機１０１が備える数字キーの操作によって入力できるよ
うに、所定桁数の数字によって構成することができる。
【０１９７】
　抽出部１１０３は、顧客識別情報入力部１１０２によって入力された顧客識別情報に基
づいて、発信元に対応する顧客の所定の顧客情報を抽出する。所定の顧客情報は、たとえ
ば、カード番号や電話番号など、顧客情報データベース５００において、入力された顧客
識別情報に関連付けられた各種の情報とすることができる。
【０１９８】
　音声ガイダンスメニュー決定部９０３は、抽出部１１０３によって抽出された所定の顧
客情報に基づいて、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンスメニューの内容を決定す
る。具体的に、音声ガイダンスメニュー決定部９０３は、たとえば、再生音声テーブル８
００を参照して、抽出部１１０３によって抽出されたカード番号に関連付けられた音声ガ
イダンスメニューの内容を決定する。
【０１９９】
　顧客識別情報入力部１１０２によって入力を受け付けた顧客情報に基づいて、複数のメ
ニュー番号からなる音声ガイダンスメニューの内容を決定してもよい。すなわち、顧客識
別情報入力部１１０２によって入力を受け付けた顧客情報がたとえばカード番号である場
合、抽出部１１０３による所定の顧客情報の抽出を介することなく、顧客識別情報入力部
１１０２によって入力を受け付けたカード番号に関連付けられた音声ガイダンスメニュー
の内容を決定してもよい。
【０２００】
（コールセンター支援装置１０５の処理手順）
　つぎに、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置１０５の処理手順に
ついて説明する。図１２は、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置１
０５の処理手順を示すフローチャートである。
【０２０１】
　図１２のフローチャートにおいて、まず、第１の呼出音信号を受信したか否かを判断す
る（ステップＳ１２０１）。ステップＳ１２０１においては、第１の呼出音信号を受信し
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たか否かを判断することにより、クライアント電話機１０１すなわち顧客からの架電（発
呼）があったか否かを判断する。
【０２０２】
　ステップＳ１２０１において、第１の呼出音信号を受信していない場合（ステップＳ１
２０１：Ｎｏ）は、第１の呼出音信号を受信するまで待機する。第１の呼出音信号を受信
した場合（ステップＳ１２０１：Ｙｅｓ）は、顧客識別情報の入力を受け付けたか否かを
判断する（ステップＳ１２０２）。ステップＳ１２０２においては、たとえば、顧客の電
話番号の入力を受け付けたか否かを判断する。
【０２０３】
　ステップＳ１２０２において、顧客識別情報（顧客の電話番号）の入力を受け付けてい
ない場合（ステップＳ１２０２：Ｎｏ）は、顧客識別情報（顧客の電話番号）の入力を受
け付けるまで待機する。一方、ステップＳ１２０２において、顧客識別情報（顧客の電話
番号）の入力を受け付けた場合（ステップＳ１２０２：Ｙｅｓ）は、入力を受け付けた顧
客識別情報（顧客の電話番号）に基づいて、顧客情報データベース５００を参照し、顧客
識別情報（顧客の電話番号）に関連付けられた顧客情報を抽出する（ステップＳ１２０３
）。ステップＳ１２０３においては、たとえば、顧客のカード番号を抽出する。
【０２０４】
　つぎに、ステップＳ１２０３において抽出された顧客情報（カード番号）に基づいて、
再生音声テーブル８００を参照して、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンスメニュ
ーの内容を決定する（ステップＳ１２０４）。ステップＳ１２０５においては、ステップ
Ｓ１２０１：Ｙｅｓにおいて第１の呼出音信号を受信し、コールセンター支援装置１０５
とクライアント電話機１０１との通話状態が確立されてから、当該クライアント電話機１
０１から送信されたプッシュ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ１２０５）。
【０２０５】
　ステップＳ１２０５において、プッシュ信号を受信していない場合（ステップＳ１２０
５：Ｎｏ）は、ステップＳ１２０４において決定された音声ガイダンスメニューの内容に
基づいた音声ガイダンスメニューを出力する（ステップＳ１２０６）。そして、クライア
ント電話機１０１から送信されたプッシュ信号を受信したか否かを判断する（ステップＳ
１２０７）。ステップＳ１２０７において、クライアント電話機１０１から送信されたプ
ッシュ信号を受信していない場合（ステップＳ１２０７：Ｎｏ）は、受信するまで待機す
る。
【０２０６】
　ステップＳ１２０７において、クライアント電話機１０１から送信されたプッシュ信号
を受信した場合（ステップＳ１２０７：Ｙｅｓ）は、受信されたプッシュ信号に基づいて
、該当する処理を決定する（ステップＳ１２０８）。ステップＳ１２０８においては、受
信されたプッシュ信号に基づいて、顧客によって指定されたメニュー項目（メニュー番号
）を特定し、メニュー項目（メニュー番号）に関連付けられた所定の処理の中から、特定
されたメニュー項目（メニュー番号）に関連付けられた処理（該当する処理）を決定する
。その後、ステップＳ１２０８において決定された該当する処理を実行し（ステップＳ１
２０９）、一連の処理を終了する。
【０２０７】
　一方、ステップＳ１２０５において、プッシュ信号を受信した場合（ステップＳ１２０
５：Ｙｅｓ）は、再生音声ガイダンスメニューの内容に変更があったか否かを判断する（
ステップＳ１２１０）。ステップＳ１２１０においては、たとえば、再生音声テーブル８
００における音声ガイダンスメニューの内容の更新履歴に基づいて、再生音声ガイダンス
メニューの内容に変更があったか否かを判断する。再生音声ガイダンスメニューの内容に
変更がない場合（ステップＳ１２１０：Ｎｏ）は、ステップＳ１２０８へ移行する。
【０２０８】
　ステップＳ１２１０において、再生音声ガイダンスメニューの内容に変更があったと判
断した場合（ステップＳ１２１０：Ｙｅｓ）は、音声ガイダンスメニュー変更後の架電回
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数が所定回数以下であるか否かを判断する（ステップＳ１２１１）。ステップＳ１２１１
においては、具体的には、たとえば、最新の音声ガイダンスメニューの更新日時と、当該
最新の音声ガイダンスメニューに関連付けられた顧客からの架電履歴とに基づいて、音声
ガイダンスメニュー変更後のはじめての架電（発呼）であるか否かを判断する。所定回数
は、１回（初回）に限るものではなく、２回以上の任意の回数であってもよい。
【０２０９】
　ステップＳ１２１１において、音声ガイダンスメニュー変更後の架電回数が所定回数以
下ではない場合（ステップＳ１２１１：Ｎｏ）は、ステップＳ１２０８へ移行する。音声
ガイダンスメニュー変更後の架電回数が所定回数以下である（たとえば、音声ガイダンス
メニュー変更後はじめての架電（発呼）である）場合（ステップＳ１２１１：Ｙｅｓ）は
、従前の音声ガイダンスメニューの内容において、受信されたプッシュ信号に該当する処
理を決定する（ステップＳ１２１２）。
【０２１０】
　そして、従前の音声ガイダンスメニューの内容が新たな音声ガイダンスメニューの内容
に変更されたことを案内する通知（変更の通知）をおこなう（ステップＳ１２１３）。ス
テップＳ１２１３においては、たとえば、従前の音声ガイダンスメニューの内容が新たな
音声ガイダンスメニューの内容に変更されたことを、「お客様の音声ガイダンスメニュー
の内容は、○月×日１９時２５分に変更されました。前回までの音声ガイダンスメニュー
とはメニュー番号が異なります。ご確認ください」などの音声によって変更通知をおこな
う。
【０２１１】
　以上説明したように、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置１０５
は、顧客からの発呼を着信し、発呼を着信した場合には発呼の発信元となる顧客の顧客識
別情報の入力を受け付け、入力された顧客識別情報に基づいて、顧客の電話番号などの顧
客の所定の顧客情報を抽出する。そして、抽出された所定の顧客情報（顧客の電話番号な
ど）に基づいて、複数のメニュー番号からなる音声ガイダンスメニューの内容を決定し、
決定された音声ガイダンスメニューを出力する。
【０２１２】
　さらに、この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置１０５は、新たな音
声ガイダンスメニューの内容が決定された場合であって、当該新たな音声ガイダンスメニ
ューの出力前に、顧客からのメニュー番号の入力を受け付けた場合に、新たな音声ガイダ
ンスメニュー以前に出力していた音声ガイダンスメニューのメニュー番号に対応する所定
の処理を決定し、決定された所定の処理を実行することを特徴としている。
【０２１３】
　この発明にかかる実施の形態２のコールセンター支援装置によれば、顧客によって入力
された顧客識別情報に基づいて音声ガイダンスメニューの内容を決定するため、上述した
実施の形態１のコールセンター支援装置１０５が奏する効果に加えて、たとえば、クライ
アント電話機１０１からの信号送出方式にかかわらず、顧客を確実に特定し、特定された
顧客に対して、当該顧客が要望する再生順序で音声ガイダンスを聞かせることができると
いう効果を奏することができる。
【０２１４】
　なお、この実施の形態１、２で説明したコールセンター支援方法は、あらかじめ用意さ
れたプログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実
行することにより実現することができる。このプログラムは、ハードディスク、フレキシ
ブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される
。またこのプログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布することが可
能な伝送媒体であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
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　以上のように、この発明にかかるコールセンター支援装置、コールセンター支援方法お
よびコールセンター支援プログラムは、コールセンターにおける架電対応業務を支援する
コールセンター支援装置、コールセンター支援方法およびコールセンター支援プログラム
に有用であり、特に、顧客からの架電（発呼）に対して自動音声による応答をおこなうコ
ールセンター支援装置、コールセンター支援方法およびコールセンター支援プログラムに
適している。
【符号の説明】
【０２１６】
　１００　コールセンター支援システム
　１０１　クライアント電話機
　１０２　センター電話機
　１０３　発信側交換機
　１０４　着信側交換機
　１０５　コールセンター支援装置
　１０６　店舗端末装置
　９０１　電話番号取得部
　９０２　抽出部
　９０３　音声ガイダンスメニュー決定部
　９０４　出力部
　９０５　操作判定部
　９０６　要求サービス決定部
　９０７　通知部
　９０８　要求サービス実行部
　１１０１　着信部
　１１０２　顧客識別情報入力部
　１１０３　抽出部
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